
誰にでも居場所と出番がある県づくり≪学習機会の確保≫
経済的に困難な状況があっても、病気やケガで⻑期⼊院を余儀なくされても、⼦
どもたちが学び続けることができる環境を整えます。

１ 高等教育の無償化（高等教育の修学支援新制度） 県予算額 3億1,296万5千円
経済的に恵まれない家庭の子どもでも、高校卒業後、大学・短大・専門学校等で学ぶことがで
きるよう、令和2年（2020年）4月から、入学金・授業料の減免及び給付型奨学金の支給※が行
われます。
対象者：住⺠税非課税世帯及びこれに準ずる世帯

※家庭の所得に応じ、段階的に（非課税世帯：全額、準ずる世帯：２／３又は１／３）、入学金・授業料
を減免及び給付型奨学金を支給
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○高等教育の無償化の対象となる⻑野県内の学校
国公立：すべての大学、高等専門学校、専門学校が無償化の対象です。
私 立：すべての大学、短期大学が無償化の対象です。

私立専門学校で無償化の対象となるのは、県が「確認」を行った以下の23校です。
飯田コアカレッジ(飯田市)／岡学園トータルデザインアカデミー(⻑野市)／信州介護福祉専門学校(塩尻市)／信州
スポーツ医療福祉専門学校(⻑野市)／信州リハビリテーション専門学校(塩尻市)／諏訪赤十字看護専門学校(諏訪
市)／専門学校カレッジオブキャリア共和校（R2.4から専門学校⻑野⾃動⾞大学校に校名変更予定）(⻑野市)／専
門学校カレッジオブキャリア⻑野校(⻑野市)／専門学校⻑野ビジネス外語カレッジ(上田市)／専門学校未来ビジネ
スカレッジ(松本市)／豊野高等専修学校(⻑野市)／⻑野医療衛⽣専門学校(上田市)／⻑野救命医療専門学校(東御市)
／⻑野赤十字看護専門学校(⻑野市)／⻑野美術専門学校(⻑野市)／⻑野平⻘学園(⻑野市)／⻑野理容美容専門学校
(⻑野市)／⽂化学園⻑野保育専門学校(⻑野市)／松本医療福祉専門学校(松本市)／松本⻭科大学衛⽣学院(塩尻市)／
松本情報工科専門学校(松本市)／松本理容美容専門学校(松本市)／丸の内ビジネス専門学校(松本市)

県⽴の高等教育機関（職業能⼒開発施設を含む）における⻑野県独⾃の対応
住⺠税非課税世帯の学⽣は、県⽴のすべての学校・職業能⼒開発施設で⼊学⾦・授
業料を無料にします。
対象となる県⽴校：⻑野県⽴⼤学、看護⼤学、須坂看護専門学校※、信州木曽看護専門学校※、福祉⼤学校、公衆衛生専門

学校、農業⼤学校、林業⼤学校、工科短期⼤学校、技術専門校
※須坂看護専門学校の入学金84,600円及び授業料234,600円は国の上限額を上回っていますが、県独⾃の措置で無償化しま
す。⻑野県立病院機構が運営する信州⽊曽看護専門学校の授業料200,000円も国限度額を上回っていますが、機構が独⾃
に無償化する予定です。

職業能⼒開発施設（工科短期大学校及び技術専門校）に関しては、従来同様、年収約340万円の
世帯の学⽣等まで授業料を無料にします。

１ 高等教育の無償化（高等教育の修学支援新制度）

2
注）授業料等が無料になるためには、世帯の所得要件に加え、他の要件（成績等）もありますので、詳しくは、在籍
する学校等にご確認ください。



２ 私⽴高校授業料の実質無償化（私⽴高等学校等就学支援⾦の支給限度額引上げ）
県予算額 26億8,641万4千円

就学支援金（現行制度）

118,800円
(公立高校授業料)

年収（円）※
道府県民税所得割
額と市町村民税所

得割額との合算額

※年収は両親のうちどちらか一方が働き、子ども２人の４人世帯の目安

　 実際は[  ]で示した道府県民税所得割額と市町村民税所得割額との

　 合算額（両親の合算）で判断

297,000円
(2.5倍)

237,600円
(2.0倍)

396,000円
(3.33倍)

178,200円
(1.5倍)

授
業
料

[非課税] [85,500円] [257,500円] [507,000円]

約250万円 約350万円 約590万円 約910万円

県内私立高校の授業料平均額

39万円程度（R2見込み）

公立高校へ通う場合の支給額

制
度
拡
充

制
度
拡
充

制
度
拡
充

引き上げ後の支援額 ３９６，０００円

私立高校の授業料は、県立高校の授業料118,800円と比べ、3倍以上となっています。
平成26年度から、所得区分毎に段階的に支給されている就学支援金の支給限度額を、年収約
590万円までの世帯の⽣徒については、大幅に引き上げ、実質的※に私立高校の授業料を無償化
します。
私立高校で学ぶ約1万4千人のうち約４割の⽣徒が、無償化の対象となる見込みです。

※授業料が396,000円を上回る私⽴高校へ通う場合、授業料と396,000円の差額を学校へ払う必要があります。
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中学卒業後に、通信制高校へ進学する⽣徒は、平成20年の約200人から平成31年は約480人と大幅に増
えており、そのうち約9割の約440人は、私立通信制高校へ進学しています。
多くの⽣徒が利用する理由として、私立通信制高校は、県下各地にサポート校を設け、学習支援や⽣

活支援などの⼿厚いサポートを行っている点があります。住⺠税非課税世帯（年収約250万円以下）の
⽣徒がサポート校を利用する場合、通信制高校本校の授業料は無償化されますが、授業料とは別に徴収
されるサポート校利用料には軽減制度がなく、経済的負担が大きいという課題があります。
そのため、住⺠税非課税世帯の⽣徒のサポート校利用料負担を年額10万円軽減します。

３ 私⽴通信制高校サポート校の利用料負担の軽減 県予算額 2,310万円
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４ 県⽴高校における⻑期⼊院⽣徒への学習支援 県予算額 509万9千円

⻑期入院⽣徒への学習支援は、これまでは在籍校ごとに行っていましたが、全県で統⼀した
学習支援体制を整えます。
病状等に応じて、遠隔教育システムを利用し病室にいながら授業が受けられるほか、学校の

先⽣から直接指導を受けることもできます。
学習時間や内容は、学習支援コーディネーターが本人・保護者・主治医等と相談しながら決

めていきます。
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問い合わせ先

１ 高等教育の無償化（高等教育の修学支援新制度）
制度全般に関すること…県⺠⽂化部高等教育振興課（℡026-235-7285、fax026-235-7499）
県立校に関すること
●県立大学…県⺠⽂化部高等教育振興課（℡026-235-7285、fax026-235-7499）
●看護大学…健康福祉部医療推進課（℡026-235-7142、fax026-223-7106）
●須坂看護専門学校…健康福祉部医療推進課（℡026-235-7142、fax026-223-7106）
●信州⽊曽看護専門学校…健康福祉部健康福祉政策課（℡026-235-7097、fax026-235-7485）
●福祉大学校…健康福祉部地域福祉課（℡026-235-7129、fax026-235-7172）
●公衆衛⽣専門学校…健康福祉部保健・疾病対策課（℡026-235-7141、fax026-235-7170）
●農業大学校…農政部農業技術課（℡026-235-7220、fax026-235-8392）
●林業大学校…林務部信州の⽊活用課（℡026-235-7274、fax026-235-7364）
●工科短期大学校、技術専門校…産業労働部人材育成課（℡026-235-7199、fax026-235-7328）

私立専門学校に関すること…県⺠⽂化部私学振興課（℡026-235-7058、fax026-235-7499）

２ 私⽴高校授業料の実質無償化（私⽴高等学校等就学支援⾦の支給限度額引上げ）
制度全般に関すること…県⺠⽂化部私学振興課（℡026-235-7058、fax026-235-7499）

３ 私⽴通信制高校サポート校の利用料負担の軽減
制度全般に関すること…県⺠⽂化部次世代サポート課（℡026-235-7208、fax026-235-7087）

４ 県⽴高校における⻑期⼊院⽣徒への学習支援
制度全般に関すること…教育委員会事務局学びの改革支援課（℡026-235-7435、fax026-235-7495）
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